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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定側型板と可動側型板とが組み合わされて、樹脂が注入される空間を構成し、前記空
間内に配置したガラス板の外郭形状に沿って所定形状の枠部を、前記樹脂によって形成す
る金型装置であって、
　前記空間内には、前記ガラス板の位置を決定する位置決め部が設けられ、
　前記位置決め部は、先端が前記ガラス板の側面に当接するアーム部と、前記アーム部の
後部において前記アーム部を回転させる回転軸と、前記アーム部の後部にベース部とを有
し、
　前記アーム部の先端は、前記アーム部の回転によって、前記空間内に侵入した位置、又
は、前記空間外に退避した位置に移動し、
　前記アーム部の先端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベース部が前記可動側
型板及び前記固定側型板の両方と当接することによって、前記可動側型板は前記固定側型
板と組み合わされる位置への移動を規制されることを特徴とする金型装置。
【請求項２】
　前記可動側型板は、前記固定側型板側に突出する凸部を有し、
　前記アーム部の先端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベース部と前記凸部と
が当接することによって、前記可動側型板の前記固定側型板と組み合わされる位置への移
動を規制し、
　前記アーム部の先端が前記空間外に退避した位置において、前記ベース部の移動によっ
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て、前記凸部が収容される空間を形成することを特徴とする請求項１に記載の金型装置。
【請求項３】
　前記ベース部は、前記可動側型板側に突出する形状であり、
　前記アーム部の先端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベース部と前記可動側
型板が当接することによって、前記可動側型板の前記固定側型板と組み合わされる位置へ
の移動を規制し、
　前記アーム部の先端が前記空間外に退避した位置において、前記ベース部は、前記可動
側型板に収容される空間に対応する位置に移動することを特徴とする請求項１に記載の金
型装置。
【請求項４】
　周縁部に所定形状の枠部が形成されるガラス板の製造方法であって、
　請求項１から３のいずれか一つに記載の金型装置を用いて成型をする工程を含むことを
特徴とするガラス板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス板に合成樹脂を一体成型するための金型に関し、特に、自動車用のガ
ラス板の周縁部に合成樹脂によって枠体を形成するための金型の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車の窓に取り付けられるガラス板は、その外周縁に、合成樹脂の枠体が形成されて
いるものがある。
【０００３】
　このような射出成型においては、例えば、図１３に示すように、金型の開閉に応じて、
キャビティ１内へ侵入した位置又はキャビティ１の外に退避した位置に移動する可動スペ
ーサ６が設けられる。この可動スペーサ６は、回転軸６４によってブロック６２が回転す
ることによって、キャビティ１の外に退避した位置に移動することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、可動スペーサ６が退避位置に移動する前に、金型を閉じるために、可動側型板
３０が成型時の位置に移動して、可動側型板３０が可動スペーサ６と接触し、可動スペー
サを破損するおそれがある。
【０００５】
　また、可動側型板３０が可動スペーサ６のアーム部６１を押すことによって、アーム部
６１の先端部６５が固定側型板２０に接触して、金型に傷を付けることがあった。
【０００６】
　そこで、可動スペーサ６が退避位置に移動する前に、金型を物理的に閉じることができ
ない構造が求められている。
【０００７】
　本発明は、可動スペーサ６がキャビティ１内へ侵入した位置において、可動側型板３０
の移動を抑制することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　すなわち、本発明は、固定側型板と可動側型板とが組み合わされて、樹脂が注入される
空間を構成し、前記空間内に配置したガラス板の外郭形状に沿って所定形状の枠部を、前
記樹脂によって形成する金型装置であって、前記空間内には、前記ガラス板の位置を決定
する位置決め部が設けられ、前記位置決め部は、先端が前記ガラス板の側面に当接するア
ーム部と、前記アーム部の後部において前記アーム部を回転させる回転軸と、前記アーム
部の後部にベース部とを有し、前記アーム部の先端は、前記アーム部の回転によって、前
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記空間内に侵入した位置、又は、前記空間外に退避した位置に移動し、前記アーム部の先
端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベース部が前記可動側型板及び前記固定側
型板の両方と当接することによって、前記可動側型板は前記固定側型板と組み合わされる
位置への移動を規制されることを特徴とする金型装置である。
【０００９】
　また、本発明は、前記可動側型板は、前記固定側型板側に突出する凸部を有し、前記ア
ーム部の先端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベース部と前記凸部とが当接す
ることによって、前記可動側型板の前記固定側型板と組み合わされる位置への移動を規制
し、前記アーム部の先端が前記空間外に退避した位置において、前記ベース部の移動によ
って、前記凸部が収容される空間を形成することを特徴とする金型装置である。
【００１０】
　また、本発明は、前記位置決め部は、さらに、前記ベース部は、前記可動側型板側に突
出する形状であり、前記アーム部の先端が前記空間内に侵入した位置において、前記ベー
ス部と前記可動側型板が当接することによって、前記可動側型板の前記固定側型板と組み
合わされる位置への移動を規制し、前記アーム部の先端が前記空間外に退避した位置にお
いて、前記ベース部は、前記可動側型板に収容される空間に対応する位置に移動すること
を特徴とする金型装置である。
【００１１】
　また、本発明は、周縁部に所定形状の枠部が形成されるガラス板の製造方法であって、
前述したいずれかの金型装置を用いて成型をする工程を含むことを特徴とするガラス板の
製造方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の代表的な一実施形態によれば、位置決め部（可動スペーサ）がキャビティ内へ
侵入した位置において、可動側型板による位置決め部や金型の破損を防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態の金型装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態の金型装置の構成を示すＡＡ断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態の金型装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の金型装置の構成を示すＢＢ断面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の可動スペーサのアーム部が金型内に進入した状態で、
金型装置が閉じた状態のＢＢ断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の金型装置が閉じた状態のＢＢ断面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態の変形例１の金型装置の構成を示すＢＢ断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態の変形例２の可動スペーサのアーム部が金型内に進入し
た状態で、金型装置が閉じた状態のＢＢ断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態の変形例２の金型装置が閉じた状態のＢＢ断面図である
。
【図１０】本発明の第１の実施例のガラス板を説明する図である。
【図１１】本発明の第１の実施例のガラス板を説明する図である。
【図１２】本発明の第２の実施例のガラス板を説明する図である。
【図１３】従来の金型装置の可動スペーサの構成例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜実施形態１＞
　図１は、本発明の第１の実施形態の金型装置の構成を示す図であり、図２は、そのＡＡ
断面図である。
【００１５】
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　第１の実施形態の金型装置は、固定側型板２０と可動側型板３０とから構成され、図２
に示すように、固定側型板２０と可動側型板３０との間の空間によって、ガラス板４０の
周縁部にキャビティ１が形成される。金型装置は、ガラス板４０が略水平に配置され、可
動側型板３０が上下に移動する縦締めでもよく、ガラス板４０が略垂直に配置され、可動
側型板３０が左右に移動する横締めでもよい。
【００１６】
　第１の実施形態の金型装置は、複数の固定スペーサ２を有する。固定スペーサ２は、ガ
ラス板４０を配置する側の型板に設けられる。
【００１７】
　図２に示すように、固定スペーサ２は、その一面がキャビティ１の側面を構成するよう
に、固定側型板２０の凹部に取り付けられる。固定スペーサ２は、下側が細くなっている
台形の固定具４をボルト５によって固定側型板２０に締め付けることによって、キャビテ
ィ１の内側方向に押し付けられ、固定される。なお、固定具４は、台形ではなく、楔形で
も、その一端が細い形状であればよい。
【００１８】
　固定スペーサ２と固定側型板２０との間及び固定スペーサ２と固定具４との間には、シ
ム板３を配置してもよい。挿入されるシム板３の厚さ又は数を変更することによって、固
定スペーサ２の位置を移動することができ、固定側型板２０に対する固定スペーサ２の位
置を調整することができる。なお、複数の固定スペーサ２の一部にシム板３を配置しても
よい。
【００１９】
　キャビティ１内には、樹脂が一体成型されるガラス板４０が配置される。ガラス板４０
は、その一辺（端部４１）が固定スペーサ２に当接することによって、キャビティ１内の
位置が決定される。このように、固定スペーサ２は、固定位置決め部として機能する。
【００２０】
　なお、ガラス板４０と共に金属モール５０（例えば、ステンレス鋼製の金属板）をキャ
ビティ１内に配置して、金属モール５０も一体成型することができる。この場合、キャビ
ティ１の壁面に吸着部２４（例えば、磁石、吸引ノズル）を設け、吸着部２４が金属モー
ル５０をキャビティ１の壁面に固定するとよい。
【００２１】
　また、固定スペーサ２を固定側型板２０に設け、吸着部２４を可動側型板３０に設ける
ことによって、位置決め用の固定スペーサ２と干渉する位置にも金属モール５０を取り付
けることができる。この場合、金型装置は、可動側型板３０が左右に移動する横締めとす
るのが好ましい。
【００２２】
　キャビティ１は、樹脂をキャビティ１内に流入させる一つのゲート１１と連通している
。なお、ゲート１１は複数設けてもよい。ゲート１１は、固定スペーサ２と対向する位置
、すなわち、固定スペーサ２が設けられた辺と対向する辺（又は、当該辺の近傍）に設け
るとよい。換言すると、ゲート１１の位置は、前記ガラス板を挟んでガラス板の側面にお
いて対向する位置である。また、キャビティ１に注入される樹脂がガラス板４０を固定ス
ペーサ２に押し付けるような位置である。また、ゲート１１の位置は、固定スペーサ２か
ら遠い点である。このようにすると、ゲート１１からキャビティ１内に流入する樹脂によ
ってガラス板４０に加わる圧力を、固定スペーサ２が受けることができ、キャビティ１内
のガラス板４０の移動を抑制することができる。
【００２３】
　なお、図１では、ゲート１１がキャビティ１の側壁に設けられているように図示したが
、ゲート１１をキャビティ１の底面や移動側型板３０側において、固定スペーサ２と対向
するガラス板４０の側面の近傍に設けられてもよい。
【００２４】
　以上に説明したように、本発明の第１の実施形態では、キャビティ１に注入される樹脂
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が固定スペーサ（位置決め部）２の方向に射出されるようにゲート１１を設けることによ
って、ゲート１１から射出される樹脂によってガラス板４０が固定スペーサ２に押しつけ
られるため、一体成型されるガラス板４０の位置ずれを抑制することができる。
【００２５】
　また、ゲート１１から樹脂が射出されるタイミングを調整する必要がないので、ランナ
の長さを短くして、樹脂の無駄を省くことができ、コストを低減することができる。
【００２６】
　また、ゲート１１を一つにすることができるので、ウェルドラインを一つにすることが
でき、ウェルドラインを目立たない箇所に容易に配置することができる。さらに、ゲート
を切除する工数を削減することができる。
【００２７】
　また、固定スペーサ２を固定側型板２０側に配置し、可動側型板３０を上方から、下方
に設けられた固定側型板２０の方向に移動させることによって、ガラス板４０を下側の固
定側型板に水平に配置することができる。
【００２８】
　また、可動部を有さない固定スペーサ２を設けるので、スペーサの故障頻度を低減して
、金型の稼働率を向上させ、生産効率を向上することができる。
【００２９】
　また、注入される樹脂が射出される方向（すなわち、ゲート１１と対向する辺）に二つ
の固定スペーサ２を設けるので、ガラス板４０を２点で確実に支持し、ガラス板４０の位
置を確実に決めることができる。
【００３０】
　また、固定側型板２０と固定スペーサ２との間にシム板３（調整部）を設けるので、固
定スペーサ２の位置を微調整することができる。
【００３１】
　また、ガラス板４０と一体に成型される金属モール５０を取り付けるためのモール取付
部（例えば、吸着部２４）を有する場合には、金属モール５０を一体に成型することがで
きる。
【００３２】
　また、固定側型板２０に固定スペーサ２を設け、可動側型板３０に金属モール５０を設
けることによって、位置決め用の固定スペーサ２と干渉する位置にも金属モール５０を取
り付けることができる。
【００３３】
　＜実施形態２＞
　図３は、本発明の第２の実施形態の金型装置の構成を示す図であり、図４は、そのＢＢ
断面図である。
【００３４】
　本発明の第２の実施形態の金型装置は、前述した第１の実施形態と異なり、キャビティ
１内へ侵入した位置及びキャビティ１外に退避した位置に移動する可動スペーサ６を有す
る。なお、第２の実施形態の金型装置のＡＡ断面図は、第１の実施形態と同じく、図２に
示すとおりである。第２の実施形態において、前述した第１の実施形態と同じ構成には同
じ符号を付し、それらの説明は省略する。
【００３５】
　第２の実施形態の金型装置は、前述した第１の実施形態と同様に、固定側型板２０と可
動側型板３０とから構成され、図２に示すように、固定側型板２０と可動側型板３０との
間の空間によって、ガラス板４０の周縁部にキャビティ１が形成される。金型装置は、ガ
ラス板４０が略水平に配置され、可動側型板３０が上下に移動する縦締めでもよく、ガラ
ス板４０が略垂直に配置され、可動側型板３０が左右に移動する横締めでもよい。
【００３６】
　また、第２の実施形態の金型装置は、固定スペーサ２及び可動スペーサ６を有する。ま
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た、固定側型板２０は、退避時に可動スペーサを収容する凹部２２を有する。
【００３７】
　固定スペーサ２は、ガラス板４０を配置する側の型板に設けられる。
【００３８】
　図２に示すように、固定スペーサ２は、その一面がキャビティ１の側面を構成するよう
に、固定側型板２０の凹部に取り付けられる。固定スペーサ２は、下側が細くなっている
台形の固定具４をボルト５によって固定側型板２０に締め付けることによって、キャビテ
ィ１の内側方向に押し付けられ、固定される。なお、固定具４は、台形ではなく、楔形で
も、その一端が細い形状であればよい。
【００３９】
　固定スペーサ２と固定側型板２０との間及び固定スペーサ２と固定具４との間には、シ
ム板３を配置してもよい。挿入されるシム板３の厚さ又は数を変更することによって、固
定スペーサ２の位置を移動することができ、固定側型板２０に対する固定スペーサ２の位
置を調整することができる。なお、複数の固定スペーサ２のうち一部にシム板３を配置し
てもよい。
【００４０】
　可動スペーサ６は複数設けられており、アーム部６１（６１Ａ～６１Ｃ）、ブロック６
２、駆動装置６３及び回転軸６４を有する。可動スペーサ６は、金型が開いた状態でアー
ム部６１がキャビティ１内に侵入して、ガラス板４０の一端面（端部４２）が可動スペー
サ６の先端部６５に当接することによって、ガラス板４０のキャビティ１内の位置を決定
する。
【００４１】
　図３には、可動スペーサ６の三つのアーム部６１Ａ～６１Ｃが図示されているが、各々
の役割は異なる。アーム部６１Ｂの先端部６５は、ガラス板４０の一端面（端部４２）に
当接し、ガラス板４０のキャビティ１内の位置を決定する。また、アーム部６１Ａの先端
部は、ガラス板４０の一端面に当接しておらず、ガラス板４０をキャビティ内に配置する
際のガラス板４０と金型との接触を防止する。また、アーム部６１Ｃの先端部は、モール
の端部に当接しており、モールをキャビティ内に配置する際のガラス板４０と金型との接
触を防止する。
【００４２】
　アーム部６１の後部は、ブロック６２に取り付けられている。アーム部６１は、図４に
示すように、その略中央部に固定側型板２０と当接する凸部６６を有する。なお、アーム
部６１及びブロック６２が一体に構成されてもよい。ブロック６２には回転軸６４が固定
されている。駆動装置６３は、例えば、電気信号、空気圧などによってアクチュエータを
動作させ、固定軸６４を回転するように制御する。
【００４３】
　ブロック６２は、駆動装置６３が回転軸６４を回転することによって、回転軸６４を中
心として回転し、可動スペーサ６は、ブロック６２が回転することによって、その位置が
キャビティ１内へ侵入した位置又はキャビティ１の外に退避した位置に移動する。すなわ
ち、可動側スペーサ６は、固定側型板２０と可動側型板３０とが開いた際に、キャビティ
１内に侵入し、固定側型板２０と可動側型板３０とが閉まる際に、キャビティ１の外に退
避する。なお、図示するように、一つのブロック６２に取り付けられる可動スペーサ６の
数は一つでも、複数でもよい。可動スペーサ６が複数設けられる場合、一つの可動スペー
サ６は、ガラス板４０の位置を決めるために用いられ、他の可動スペーサ６は、ガラス板
４０と金型との接触を防止するために用いられる。このため、ガラス板４０の位置を決め
るためには、少なくとも一つの可動スペーサ６が必要であり、複数の可動スペーサ６を設
けることによって、ガラス板４０をキャビティ１内に配置する際にガラス板４０と金型と
の接触を防止することができる。
【００４４】
　なお、第２の実施形態の金型装置では、キャビティの一側面に二つの固定スペーサ２を
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設け、他側面に三つの可動スペーサ６を設けたが、固定スペーサ２及び可動スペーサ６の
数、位置及び配置は、図示した以外でもよい。しかし、特に、ゲート１１と対向する位置
に設けられるスペーサは、流入する樹脂がガラス板４０に加える圧力を受けることから、
固定スペーサ２であることが必要である。
【００４５】
　また、アーム部６１Ｂの位置に固定スペーサを設けてもよい。このように、アーム部６
１Ｂの位置に固定スペーサを設けることによって、ガラス板４０を３点で確実に支持し、
ガラス板４０を所定の位置に確実に保持することができる。
【００４６】
　キャビティ１内には、樹脂が一体成型されるガラス板４０が配置される。ガラス板４０
は、その一辺（端部４１）が固定スペーサ２に当接し、他辺（端部４２）が可動スペーサ
６に当接することによって、キャビティ１内の位置が決定される。このように、固定スペ
ーサ２は、固定位置決め部として機能する。可動スペーサ６は、可動位置決め部として機
能し、ガラス板４０と金型との接触を防止するように機能する。このため、ガラス板４０
と金型との接触による、ガラス板４０の破損や、金型が傷つくことを防止することができ
る。
【００４７】
　なお、ガラス板４０と共に金属モール５０（例えば、ステンレス鋼製の金属板）をキャ
ビティ１内に配置して、金属モール５０も一体成型することができる。この場合、キャビ
ティ１の壁面に吸着部２４（例えば、磁石、吸引ノズル）を設け、吸着部２４が金属モー
ル５０をキャビティ１の壁面に固定するとよい。
【００４８】
　キャビティ１は、樹脂をキャビティ１内に流入させる一つのゲート１１と連通している
。なお、ゲート１１は複数設けてもよい。ゲート１１は、固定スペーサ２と対向する位置
、すなわち、固定スペーサ２が設けられた辺と対向する辺（又は、当該辺の近傍）に設け
るとよい。換言すると、ゲート１１の位置は、前記ガラス板を挟んでガラス板の側面にお
いて対向する位置である。また、キャビティ１に注入される樹脂がガラス板４０を固定ス
ペーサ２に押し付けるような位置である。また、ゲート１１の位置は、固定スペーサ２か
ら遠い点である。このようにすると、ゲート１１からキャビティ１内に流入する樹脂によ
ってガラス板４０に加わる圧力を、固定スペーサ２が受けることができ、キャビティ１内
のガラス板４０の移動を抑制することができる。
【００４９】
　なお、図３では、ゲート１１がキャビティ１の側壁に設けられているように図示したが
、ゲート１１をキャビティ１の底面や移動側型板３０側において、固定スペーサ２と対向
するガラス板４０の側面の近傍に設けられてもよい。
【００５０】
　図４に示すように、金型が開いた状態では、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入す
ることができ、金型内に配置されるガラス板４０の端部４２は、アーム部６１の先端部６
５に当接している。
【００５１】
　また、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態で、凸部６６は固定側型板２０
の底部（キャビティ１の側壁を形成する凸部）と当接している。また、ブロック６２の一
側面は固定側型板２０の底面に当接している。この状態で、可動スペーサ６は、その位置
が固定され、ガラス板１を所定の位置に確実に配置することができる。さらに、繰り返し
の回転による可動スペーサ６（特に、アーム部６１）の疲労破壊を防止することができる
。
【００５２】
　図５は、第２の実施形態の金型装置において、可動スペーサのアーム部が金型内に進入
した状態で、金型装置が閉じた状態のＢＢ断面図であり、図６は、固定側型板２０と可動
側型板３０とが組み合わされ、金型が閉じた状態を示すＢＢ断面図である。
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【００５３】
　可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態で、回転軸６４はブロック６２の中心
から右（キャビティ１から離れた位置）に設けられている、このため、ブロック６２が回
転軸６４によって回転すると、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態では、ブ
ロック６２はキャビティ１寄り（図において左側）に位置し（図５参照）、可動スペーサ
６がキャビティ１外に退避した状態では、ブロック６２がキャビティ１から離れた場所（
図において右側）に位置する（図６参照）。
【００５４】
　可動側型板３０は、図５に示すように、固定側型板２０方向に突出する凸部３１を有す
る。
【００５５】
　このため、図５に示すように、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態では、
ブロック６２がキャビティ１の近くに位置するので、凸部３１はブロック６２に当接し、
可動側型板３０が固定側型板２０と組み合わされる位置まで移動することはできない。一
方、図６に示すように、可動スペーサ６がキャビティ１外に退避した状態では、ブロック
６２がキャビティ１から離れた位置（図において右側）に移動するので、凸部３１が凹部
２２に侵入する空間が形成される。よって、固定側型板２０と可動側型板３０とが組み合
わされる位置まで、可動側型板３０が移動することはでき、可動側型板３０が固定側型板
２０と組み合わされる位置まで移動することができる。
【００５６】
　また、図６に示すように、固定側型板２０と可動側型板３０とが組み合わされるとき、
ブロック６２は回転軸６４を中心に１８０度回転し、可動スペーサ６がキャビティ１外に
退避し、凹部２２と凹部３２とで形成される空間内に収容される。このとき、アーム部６
１は、固定側型板２０の凹部２２の底面に接してもよい。
【００５７】
　固定側型板２０と可動側型板３０とが組み合わされると、固定側型板２０と可動側型板
３０との間の空間でキャビティ１が形成される。また、可動側型板３０の凸部３１は、固
定側型板２０の凹部２２に収容される位置まで移動する。なお、凸部３１は、固定側型板
２０の凹部２２の底部と接してもよい。
【００５８】
　また、金型装置は、可動側型板３０が固定側型板２０と組み合わされた位置に移動し、
金型が閉じたことを検出する検出手段を有する。すなわち、検出手段が金型が閉じたこと
を検出しない場合、金型がセットされた成型装置は作業者に対してアラームを出力する。
【００５９】
　＜変形例１＞
　図７は、本発明の第２の実施形態の変形例１の金型装置の構成を示すＢＢ断面図である
。
【００６０】
　本発明の第２の実施形態の変形例１では、可動スペーサ６の凸部６６に代えて、固定側
型板２０に凸部２３を有する。
【００６１】
　可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態で、凸部２３はアーム部６１と当接し
ている。この状態で、可動スペーサ６は、その位置が固定され、ガラス板１を所定の位置
に確実に配置することができる。さらに、繰り返しの回転による可動スペーサ６（特に、
アーム部６１）の疲労破壊を防止することができる。
【００６２】
　＜変形例２＞
　図８は、本発明の第２の実施形態の変形例２の金型装置において、可動スペーサ６のア
ーム部６１が進入した状態で可動側型板３０が閉じた状態のＢＢ断面図であり、図９は、
固定側型板２０と可動側型板３０とが組み合わされ、金型が閉じた状態を示すＢＢ断面図



(9) JP 5929644 B2 2016.6.8

10

20

30

40

50

である。
【００６３】
　本発明の第２の実施形態の変形例２では、可動側型板３０の凸部３１に代えて、ブロッ
ク６２は可動側型板３０側に突出する形状となっている。
【００６４】
　可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態で、回転軸６４はブロック６２の中心
から右（キャビティ１から離れた位置）に設けられている、このため、ブロック６２が回
転軸６４によって回転すると、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態では、ブ
ロック６２はキャビティ１寄り（図において左側）に位置し（図８参照）、可動スペーサ
６がキャビティ１外に退避した状態では、ブロック６２がキャビティ１から離れた場所（
図において右側）に位置し、凹部２２と凹部３２とで形成される空間内に収容される（図
９参照）。
【００６５】
　ブロック６２は、図８に示すように、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態
で、可動側型板３０方向に突出する凸部６７を有する。
【００６６】
　このため、図８に示すように、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態では、
ブロック６２がキャビティ１の近くに位置するので、ブロック６２の凸部６７は可動側型
板３０に当接し、可動側型板３０が固定側型板２０と組み合わされる位置まで移動するこ
とはできない。一方、図９に示すように、可動スペーサ６がキャビティ１外に退避した状
態では、ブロック６２がキャビティ１から離れた位置（図において右側）に移動するので
、ブロック６２は凹部３２に侵入することができ、可動側型板３０が固定側型板２０と組
み合わされる位置まで移動することができる。
【００６７】
　以上に説明したように、本発明の第２の実施形態では、前述した第１の実施形態の効果
に加え、注入される樹脂が射出される方向（すなわち、ゲート１１と対向する辺）に二つ
の固定スペーサ２を設け、前記樹脂が射出される方向と略直角の方向（すなわち、ゲート
１１と対向する辺に略直交する辺）に少なくとも一つの可動スペーサ６を設けるので、ガ
ラス板４０を３点で確実に支持し、ガラス板４０の位置を確実に決めることができる。
【００６８】
　また、複数の可動スペーサを設けることによって、ガラス板４０の横方向への移動を抑
制し、ガラス板４０の金型への接触を防止できる。
【００６９】
　また、可動スペーサ６の先端がキャビティ内に侵入した状態において、可動スペーサ６
と固定側型板２０とが凸部６６又は凸部２３によって当接するので、可動スペーサ６の先
端の位置のブレを抑制することができる。このため、ガラス板４０を正しい位置に配置す
ることができる。さらに、先端部６５が固定側型板２０に接触して、金型に傷を付けるこ
とを防止することができる。さらに、繰り返しの回転による可動スペーサ６（特に、アー
ム部６１）の疲労破壊を防止することができる。
【００７０】
　例えば、アーム部６１が凸部６６を有さない場合、アーム部６１の後部がブロック６２
に固定されているだけなので、可動スペーサ６のアーム部６１の先端部６５のブレが大き
くなる。また、可動スペーサ６は、駆動部（例えば、エアシリンダ、モータ、電動アクチ
ュエータなど）によって動作するが、駆動部の故障によって、可動スペーサ６が正しい位
置に止まらず、回転しすぎることがあった。このため、ガラス板４０を正しい位置に配置
することができないことがある。さらに、先端部６５が固定側型板２０に接触して、金型
に傷を付けることがある。しかし、第２の実施形態の可動スペーサ６は、アーム部６１に
凸部６６を有し、又は、アーム部６１に当接する凸部２３を有する。このため、可動スペ
ーサ６が、アーム部６１の途中で固定側型板２０と当接するので、先端部６５の位置が正
確に定まり、ガラス板４０を正しい位置に配置することができる。また、アーム部６１が
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回転の勢いによって撓むことによる、アーム部６１の先端部６５の金型との接触を防ぐこ
とができるため、金型に傷を付けることを防止することができる。
【００７１】
　また、可動スペーサ６がキャビティ１内に侵入した状態で、可動側型板３０が固定側型
板２０と組み合わされる位置へ移動する前に、ブロック６２と可動側型板３０とが当接す
る。このため、可動スペーサ６がキャビティから退避する前に、可動側型板３０が固定側
型板２０と組み合わされる位置へ移動することができず、可動側型板３０の移動による可
動スペーサ６の破損を防止することができる。
【００７２】
　次に、本実施形態の金型装置を用いて、枠体付ガラス板の製造工程について説明する。
（１）ガラス板４０の周縁部にプライマーを塗布し、乾燥させる。
（２）金型が開いた状態で可動スペーサ６をキャビティ１内の所定位置に移動する。
（３）ガラス板４０を、固定スペーサ２及び可動スペーサ６に当接する位置にセットする
。
（４）可動スペーサ６がキャビティ１外に退避する。
（５）可動側型板３０を移動し金型を閉め、ガラス板４０の周縁部にキャビティ１を形成
する。
（６）ゲート１１から樹脂（例えば、ＰＶＣ、エラストマー樹脂）を注入する。
（７）樹脂が冷却し固まった後に、可動側型板３０を移動し、固定側型板２０と離す。
（８）樹脂が一体成型されたガラス板４０を金型から外し、ゲートを切除する。
（９）ランナを金型から取り出す。
【００７３】
　なお、ガラス板４０に金属モール５０を一体成型する場合には工程（３）が下記の通り
に変更される。金属モール５０は、例えば、ステンレス板である。
（３）金属モール５０を吸着部２４にセットした後、ガラス板４０を固定スペーサ２及び
可動スペーサ６に当接する位置にセットする。
【００７４】
　次に、本発明の実施形態の金型装置によって成型されるガラス板の実施例について説明
する。以下の実施例では、特に金属モール５０を一体に成型したガラス板について説明す
るが、前述した実施形態の金型装置は、金属モールを一体に成型しないガラス板を製造す
ることもできる。
【００７５】
　ガラス板は、例えば、特開２０１２－２４９４７号公報の図１に記載されるように、１
辺を除くすべての辺に金属モールが取り付けられているものが知られている。しかし、特
開２０１２－２４９４７号公報に記載されている構造では、金属モールを取り付けるため
の製造コストが大きくなる。このため、図１０に示すように樹脂によって金属モールを一
体成型し、図１１に示すように一辺には、填め込み式のモールを取り付けることがある。
【００７６】
　固定側型板２０に固定スペーサ２を設け、固定側型板２０に金属モール５０を取り付け
る場合、金属モール５０は、固定スペーサ２が設けられた辺以外の辺に沿って取り付ける
ことができる。これは、固定スペーサ２の位置と金属モール５０が取り付けられる吸着部
２４の位置とが干渉するので、固定スペーサ２が設けられた辺に沿って金属モール５０を
取り付けることは困難だからである。
【００７７】
　なお、固定側型板２０に固定スペーサ２を設け、可動側型板３０に金属モール５０を取
り付けることによって、固定スペーサ２と干渉する辺上にも金属モール５０を取り付ける
ことができる。
【００７８】
　＜実施例１＞
　図１０及び図１１は、本発明の第１の実施例のガラス板４０を説明する図である。
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【００７９】
　第１の実施例のガラス板４０は、下部（図中で下側の辺）を除く周縁部に、合成樹脂４
５の一体成型によって構成されたエンキャップ４５が形成されている。エンキャップ４５
には、金属モール５０が一体成型される。金属モール５０は、例えば、ステンレス鋼製の
金属板である。
【００８０】
　また、図１１に示すように、ガラス板４０の下部にロール成形された金属モール４６を
填め込むことによって、ガラス板４０の全周をモールで覆ってもよい。ロール成形された
金属モール４６にはロール成形された金属（例えば、ステンレス鋼製の金属板）４７に樹
脂を被覆することで構成することができる。
【００８１】
　＜実施例２＞
　図１２は、本発明の第２の実施例のガラス板４０を説明する図である。
【００８２】
　第２の実施例のガラス板４０は、上部（図中で上側の辺）から下部（図中で下側の辺）
に至る周縁部に、合成樹脂４５の一体成型によって構成されたエンキャップ４５が形成さ
れている。エンキャップ４５には、金属モール５０が一体成型される。金属モール５０は
、例えば、ステンレス鋼製の金属板である。
【００８３】
　このような、上辺から下辺にわたる金属モール５０を一体成型するための金型は、ガラ
ス板４０が略垂直に配置され、可動側型板３０が左右に移動する横締めにするとよい。ま
た、固定側型板２０に固定スペーサ２を設け、可動側型板３０に金属モール５０を取り付
けると、固定スペーサ２と金属モール５０とを同じ辺に沿って設けることができる。
【００８４】
　このように、金型を横締めにすると、一体成型されるガラス板４０が、その重さによっ
て固定スペーサ２に押し付けられ、成型時のガラス板４０の位置を安定させることができ
る。
【００８５】
　また、金型を横締めにすると、横方向に開いた可動側型板３０に金属モール５０を取り
付ければよく、縦締めの金型で上方向に開いた可動側型板３０の下面に金属モール５０を
取り付けるより、作業が楽になる。
【符号の説明】
【００８６】
１　キャビティ
２、２Ａ、２Ｂ　固定スペーサ
３　シム板
４　固定具
５　ボルト
６　可動スペーサ
６１（６１Ａ、６１Ｂ、６１Ｃ）　アーム部
６２　ブロック
６３　駆動装置
６４　回転軸
６５　先端部
６６　凸部
２０　固定側型板
２２　凹部
３０　可動側型板
３１　凸部
３２　凹部



(12) JP 5929644 B2 2016.6.8

４０　ガラス板

【図１】

【図２】
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【図１１】
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